
 

[支払]現金払い 

① 

② 

③ 
 

 

 

④ 
⑤ 

物品やサービスの代金を現金で支払いをしたことが確認できる資料 

④支払日は請求日以

降ですか。 

②請求元に支払した

ことが確認できます

か。        

①補助事業者が支払

いしたことが確認で

きますか。 

⑤支払日は、事業終

了日以前ですか。 

（事業終了日後の支

払いは、補助対象外

です。） 

 

≪ご注意≫≪ご注意≫≪ご注意≫   
当補助金における支出行為は、銀行振込方式が大原則です。当補助金における支出行為は、銀行振込方式が大原則です。当補助金における支出行為は、銀行振込方式が大原則です。   

補助金執行の適正性確保のため、旅費を除き、補助金執行の適正性確保のため、旅費を除き、補助金執行の適正性確保のため、旅費を除き、111取引取引取引101010万円（税抜き）を超える支払万円（税抜き）を超える支払万円（税抜き）を超える支払

いは、現金払いは認められません。いは、現金払いは認められません。いは、現金払いは認められません。   

（１取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で１取引となります。）（１取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で１取引となります。）（１取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で１取引となります。）   

 

⑥但書きは、購入品名

が具体的に記載されて

いますか。 
（「お品代」「商品代」

等では認められませ

ん。） 

⑥ 

Ｐ 
当該取引の支払いであること、 

補助対象経費であることを、以下で確認します。 

ｏｉｎｔ 

③支払金額は請求金

額と同じですか。 

 


